
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コーポレート・ガバナンス体制の概要 

株主総会 

取締役会 

取締役９人 

（うち社外取締役３人） 

監査役会 

監査役４人 

（うち社外監査役２人） 

会計監査人 

 選任・解任  選任・解任 

 連携 

代表取締役社長 

経営会議 

各特別委員会 

（サステナビリティ委員会など） 

 監査 

監査部 

各事業部門、本社部門 

グループ会社 

 

執行役員15人 

弁護士・ 

税理士等 ア
ド
バ
イ
ス 

 監査 

 監督 

 監査 

代表取締役会長 

指名・報酬委員会 

コンプライアンス委員会 


